
 

 

 

2016 年 2 月 29 日 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

 

『日興でジュニア NISA キャンペーン』ジュニア NISA でのお買付けがお得になる特典を追加 

 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、引き続きジュニア NISA の普及促進を図るため、昨年 10 月より実施している

『日興でジュニアNISAキャンペーン』に、ジュニアNISA口座での投資信託・「キンカブ」による株式のお買付

け手数料が無料になる特典を追加いたしますのでお知らせします。 

【キャンペーン概要】 

1. ジュニア NISA でのお買付がお得に！NEW! 

<期間> 

2016 年 4 月 1 日（金） ～ 2016 年 6 月 30 日（木） 

（4 月 1 日に受渡となるお買付けを含む） 

<内容> 

① 期間内のジュニア NISA 口座における公募株式投資信託ご購入時の手数料を無料といたします。 

② 期間内にジュニア NISA 口座で「キンカブ」にて株式等のお買付をされたお客様については、

VWAP※1 値と同額で約定単価を計算し、ご購入時の実質手数料を無料※2 といたします。 

 

2. 個人賠償付き傷害保険をプレゼント！ （※引受保険会社 ： 三井住友海上火災保険株式会社） 

<期間> 

2015 年 10 月 5 日（月） ～ 2016 年 3 月 31 日（木） 

<内容> 

期間内にジュニア NISA 口座開設申請書とあわせて当社所定のお申込書をご提出いただき、2016 年 5

月末までにジュニア NISA 口座の開設手続きが完了したお客様を対象に、開設日の翌々月初から 1 年

間、以下の補償をプレゼントいたします。 

 

① 個人賠償責任 大 2 億円 

② 交通事故を原因とする入院補償 3,000 円/日 

  



 

※1 VWAP（Volume Weighted Average Price）とは、当日の取引所で成立した価格を、価格ごとの売買高（出来高）で加重平均し算

出した、売買高加重平均価格のことです。 

※2 通常、注文金額が 200 万円未満の場合、VWAP にスプレッド 2％を加えて約定単価を計算しています。 

 

ジュニア NISA につきましては、当社本・支店及び当社ホームページにおいてもご案内しています。 

ジュニア NISA ホームページ  → http://www.smbcnikko.co.jp/jnisa 

 

当社は「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客様を中心に考え、より高い価

値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【金融商品取引法第 37 条（広告等の規制）に関する留意事項】 

手数料等について  

ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「弊社」といいます。）がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所

定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する

株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して 大 1.242％（ただし、 低手数料 5,400 

円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接

的費用として、 大 4.32％の申込手数料、 大 4.5％の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用とし

て、 大年率5.61％の信託報酬（又は運用管理費用）及びその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、

株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます（債券の

場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、円貨

と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替

レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率

又は金額を記載しております。  

 

リスク等について 

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の

発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因と

して損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）が

あります。  

なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、デリバティ

ブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額（以下「委

託保証金等の額」といいます。）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動

により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。  

また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差が

ある場合があります。  

上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書

又はお客様向け資料等をよくお読みください。 

なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。  

 

【弊社の商号等】 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 

【弊社の加入協会】 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法

人第二種金融商品取引業協会 


